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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に球を弾き入れて該球に運動を与え、運動を与えられた球が該遊技盤上に設けた
様々の障害物に衝突して、その反動で運動方向を変えて遊技を楽しむ弾球遊技機において
、
　前記遊技盤に略直角に設けた回動軸と、
　該回動軸に回動自在に設けた回動体と、
　該回動体に略均等角度間隔に配した複数の羽根体と、
　該羽根体の回動軌跡の範囲内の遊技盤に設けた前記球の取込口と、
　該羽根体の回動軌跡の範囲外の遊技盤に設けた前記球の排出口と、
から構成される風車を有することを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　遊技盤に球を弾き入れて該球に運動を与え、運動を与えられた球が該遊技盤上に設けた
様々の障害物に衝突して、その反動で運動方向を変えて遊技を楽しむ弾球遊技機において
、
　回動軸と、
　該回動軸に回動自在に設けた回動体と、
　該回動体に略均等角度間隔に配した複数の羽根体と、
からなる風車を前記球の取込口と排出口とを設けた箱体に回動自在に取り付け、
　該箱体を前記遊技盤に取り付け、
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　前記羽根体の回動軌跡の範囲内の前記箱体に設けた前記取込口から前記球を取り込み、
　前記羽根体の回動軌跡の範囲外の前記箱体に設けた前記排出口から前記球を排出するこ
とを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ等の遊技盤面に設けられて流下してくる球の動きを撹乱させる風車を
有する弾球遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パチンコ遊技機の遊技盤にはパチンコ球の落下を釘や、風車等でその方向を変えることに
よりパチンコ球の動きに変化を与えるとともに、パチンコ球の落下を弱めて遊技者の視覚
に訴え、パチンコ遊技への興味を増すようにしている。
このなかでも風車は、パチンコ球が当たることにより、その衝撃で風車が回転すると共に
、パチンコ球の運動方向を変化させて、遊技者の興味をそそるようになっている。
【０００３】
図１４には、従来技術としてのパチンコ遊技機の風車の一般的なものから最近の提案され
たものまで示す。図１４（Ａ）に示す一般的な風車は、前面に装飾が施されたプラスチッ
ク製の円板０１の裏側に長さ１ｃｍ半ほどの筒体０２を設け、該円筒体０２に三つ又状に
羽根部材０３を設けてある。通常は、パチンコ盤面の役物の左右対称位置の遊技盤面に、
風車の円板の表面から円筒体を貫通して釘０４を打ち、遊技盤面に回動自在に風車を取り
付けてある。
従って、遊技盤に放たれたパチンコ球は釘等に衝突し、その落下方向を変えながら、落下
し、風車の羽根に衝突すると、風車を回転させつつ、回転方向に落下方向を変える。
【０００４】
パチンコ球の動きを更に複雑にするために、風車の変形例として、図１４（Ｂ）に特開平
６－１９８０３０号の入賞球装置の正面図を示すと、パチンコ機の盤面に風車体０５を楕
円形状に形成して設け、風車体０５に当たったパチンコ球Ｐの動きが、その長径部０５ａ
に弾かれる場合と短径部０５ｂに弾かれる場合とでは大きく異なって変化するので、入賞
口０６へのパチンコ球の入り易さを変化させる。
【０００５】
また、図１４（Ｃ）には特開平７－３２８１９２号の風車構造の分解斜視図を示す。パチ
ンコ球が転動する盤面０７に設けたスタートチャッカーの上方位にはモータ０８によって
回動駆動する風車０９を配備し、モータ０８の回転軸０８ａには、少なくとも２つに区割
りされて一方が衝撃吸収性の良いゴム材０９ａで、他方が良く弾みやすいゴム材０９ｂと
を装着して構成したものがある。これによりスタートチャッカーの上方で回転しながら、
パチンコ球の落下する玉すじを多様に変化させるとともに、入賞のしやすさや確率を変動
可能とする。
【０００６】
さらに図１４（Ｄ）には特許第２５６１８４２号の飾り風車の正面図を示す。風車０１０
として、取付基板の前面に臨ませる回転体０１１を前後方向に軸心を向ける第１の支軸０
１２を介して回転自在に軸承すると共に、該回転体０１１から前方に向けて立設せしめる
支柱０１３に前記第１の支軸０１２の軸心方向に対して直角をなす第２の支軸０１４を設
け、該第２の支軸０１４に回転羽根０１５を回転自在に軸承させてなるパチンコ機の飾り
風車が提案されている。
【０００７】
　この飾り風車では、回転体の第１の支軸０１２を中心とした左右の回転と、回転羽根の
第２の支軸０１４を中心とした前後の回転があり、さらにこの両者が同時に回転して回転
羽根０１５にあっては傾斜して回転することもあるので多方向に打球を跳ね返して散らば
せることができる。



(3) JP 4370645 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

【０００８】
　また更に図１４（Ｅ）には特開平１０－２９５８８５号における風車の斜視図を示し、
風車０１６は、羽根０１７の左半分部分がカバー体０１８で覆われ、上方から落ちてくる
パチンコ球Ｐは、風車０１６の右寄りに落ちてくる場合に羽根０１７に衝突してこれを回
転され、略右下方向へ流下する。風車０１６の左寄りに落ちてくる場合はカバー体０１８
によって弾かれ、羽根０１７には衝突しない。これにより特定方向にパチンコ球を導くこ
とができる。
【０００９】
図１５には、特開平１０－１４６４２５号の遊技機用球振分装置を示す。風車付振分け装
置の上端の入球口０１９にパチンコ球Ｐが入球すると、通路０２０を通って中間部に設け
た風車部材０２１に到達し、そこで、風車部材０２１の左回動によって通路０２０下方側
に移動し下端の球流出口０２２から下方の一定方向に向けて落下する。また風車部材０２
１の右回動によって側方の球排出口０２３から一定方向に排出される。そのため、風車付
球振分け装置によって遊技盤面を落下するパチンコ球Ｐを所定方向に振り分けることがで
き、遊技に意外性が付与されると共に、風車部材を用いて振り分けることにより視覚的な
面白味も得られる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
図１４（Ａ）の如く一般的な風車ではパチンコ球の動きがそれなり変化するものの、世の
中に広く普及したタイプであり、ありふれたものとなっている。
この場合、パチンコ球が風車に対し何れの側に導かれる球もほぼ同様な運動しか期待でき
なかった。
また、パチンコ球が撹乱される動きを複雑にする上記した特許公報や特許公開公報に記載
された風車では、図１４（Ｂ）の如く風車体の左右に散らばるパチンコ球の確率が理論上
は均等であり、これを左右で変化させることは釘の配置を変える以外にはできなかった。
また、図１４（Ｃ）においては、パチンコ球の左右の散らばりを制御するにはモータで風
車体を回転させゴム材の位置を変える必要があった。なによりもゴム材では、経年変化に
伴う劣化が予想され、当初の効果が長続きしないのである。
【００１１】
また図１４（Ｄ）においては、左右の散らばりは均一となり、また構造が複雑である。さ
らに図１４（Ｅ）においては、常に風車の右寄りに落下してきたパチンコ球しか直接に風
車に衝突せず、しかも時計方向にしか風車を回転させないので、風車の動きが時計方向の
みとなってしまい興味が半減してしまうのである。
【００１２】
図１５における遊技機用球振分け装置では、限定された方向からの球が風車部材に衝突し
、該風車部材を回動させ、右側または左側の排出口と限定された方向へ導くのみである。
これでは、風車体本来の任意方向への玉の流下ができず、面白味に欠けるのである。
【００１３】
本発明は上記した課題に鑑みなされたものであって、簡易な構造でパチンコ球の左右の散
らばり具合に差がある風車を有する弾球遊技機を提供することを目的とする。
【００３１】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、本発明の弾球遊技機の風車は、遊技盤に球を弾き入れて
該球に運動を与え、運動を与えられた球が該遊技盤上に設けた様々の障害物に衝突して、
その反動で運動方向を変えて遊技を楽しむ弾球遊技機において、遊技盤に略直角に設けた
回動軸と、該回動軸に回動自在に設けた回動体と、該回動体に略均等角度間隔に配した複
数の羽根体と、該羽根体の回動軌跡の範囲内の遊技盤に設けた前記球の取込口と、該羽根
体の回動軌跡の範囲外の遊技盤に設けた前記球の排出口と、から構成されることを特徴と
している。
【００３２】
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　本発明によれば、遊技盤に略直角に設けた回動軸と、該回動軸に回動自在に設けた回動
体と、該回動体に略均等角度間隔に配した複数の羽根体と、該羽根体の回動軌跡の範囲内
の遊技盤に設けた前記球の取込口と、該羽根体の回動軌跡の範囲外の遊技盤に設けた前記
球の排出口とから構成されているので、遊技盤上を流下してきたパチンコ球が羽根体や回
動体に衝突した後の跳ね返りにより、前記取込口に入球した場合に、前記排出口から排出
される。
【００３３】
　また、別の本発明は、遊技盤に球を弾き入れて球に運動を与え、運動を与えられた球が
遊技盤上に設けた様々の障害物に衝突して、その反動で運動方向を変えて遊技を楽しむ弾
球遊技機において、回動軸と、この回動軸に回動自在に設けた回動体と、この回動体に略
均等角度間隔に配した複数の羽根体とからなる風車を球の取込口と排出口とを設けた箱体
に回動自在に取り付け、この箱体を遊技盤に取り付け、羽根体の回動軌跡の範囲内の箱体
に設けた取込口から球を取り込み、羽根体の回動軌跡の範囲外の箱体に設けた排出口から
球を排出することを特徴とするものである。
【００６０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る風車を有する弾球遊技機の実施形態を図面に示し説明する。図２では
、遊技盤に球を弾き入れて該球に運動を与えられた球が遊技盤上に設けた様々の障害物に
衝突して、その反動で運動方向を変えて遊技を楽しむ弾球遊技機において、遊技盤に略直
角に設けた回動軸４ｂに回動体を回動自在に取り付け、回動体には、略均等角度間隔に配
された回動体の回転方向に湾曲又は屈折等させた複数の羽根体が設けられた風車１０を有
する弾球遊技機を示している。これにより、パチンコ球の風車に落下する位置によりわり
あい安定して落下する場合と、撹乱されてばらける動きが得られる。
【００６１】
さらに図１０には、遊技盤に球を弾き入れて該球に運動を与え、運動を与えられた球が該
遊技盤上に設けた様々の障害物に衝突して、その反動で運動方向を変えて遊技を楽しむ弾
球遊技機において、遊技盤に略直角に設けた回動軸と、該回動軸に回動自在に設けた回動
体と、該回動体に略均等角度間隔に配した複数の羽根体４３と、該羽根体の回動軌跡の範
囲内の遊技盤に設けた前記球の取込口５３と、該羽根体の回動軌跡の範囲外の遊技盤に設
けた前記球の排出口５５とから構成される迂回路５４を有する風車構造を示している。
これにより風車に絡んだ球のうち、幾つかが遊技盤面の取込口に入り、遊技盤面奥の迂回
路を通って、遊技盤面に設けた排出口から遊技盤面に出てくるので、遊技盤面の奥に入る
球の動きが加わる。
【００６２】
【実施例】
以下、本発明の風車を有する弾球遊技機を図面に示した実施例を参照して詳細に説明する
。本願の発明の風車を有する弾球遊技機の一例としてパチンコ遊技機を用いる。
図１は、本願発明の風車を有するパチンコ遊技機の正面図である。パチンコ遊技機１の外
枠に囲まれた遊技盤面２の中央には役物３が配置され、遊技盤面２にはパチンコ球Ｐを導
く複数の釘４が配置され、遊技盤面２には入賞口５が複数個所に設けられている。風車１
０は役物３の左右にそれぞれ設けられている。
【００６３】
図２には、第１実施例の風車を取り付けたパチンコ盤面の拡大正面図を示す。風車１０は
俗にいう袴と称される釘４ａの下側に釘４ｂで遊技盤面２に回動自在に取り付けてあり、
パチンコ球Ｐが衝突して回転する。該風車１０の左右位置の盤面には左右側にそれぞれ左
右側面に入口を有する入賞口５ａ、５ｂが取り付けてあり、いずれの入賞口の上下位置に
は釘４ｃが盤面に配してある。さらに、該風車の下方位置の直近左右位置には上側に入口
を有する入賞口５ｃ、５ｄが取り付けてあり、入賞口５ｃ、５ｄの上側には三角形の頂点
状に釘４ｄが遊技盤面２に配してある。
図２の入賞口５ａ、５ｂは図１の遊技盤面２に当てはめると、右側に位置する風車では、
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入賞口５ａは役物３の右側部に入賞口である。左側に風車が位置する場合では入賞口５ｂ
は役物３の左側部の入賞口に該当する。
【００６４】
図３には、第１実施例の風車の斜視図を示す。風車１０は前面に装飾が施されたプラスチ
ック製の円板１１の裏側に長さ１ｃｍ半ほどの円筒体１２を設け、該円板１１の裏面内で
該円筒体１２に四つ又状に時計方向に湾曲した湾曲羽根１３を設けてある。そして該円板
１１の表面中央から円筒体１２を貫通する回動穴１４に釘４ｂが貫通する構造となってお
り、遊技盤面２で釘４ｂを回転軸として回動自在に取り付けることができる。
【００６５】
図４は、この風車に落下してくるパチンコ球の落下状態を示す正面図である。袴釘４ａの
間を落下してきたパチンコ球Ｐは、袴釘４ａの下側が末広がりになっているので、風車１
０に衝突する位置が左右に振れるのである。
風車１０は釘４ｂで回動自在に盤面に取り付けられているが、風車１０の円筒体１２と釘
４ｂとの間に摩擦が多少はある。また、風車１０には重さがあり、静止している状態から
回動させるには慣性モーメントが生ずるから、風車１０に衝突したパチンコ球Ｐは跳ね返
る方向に多少の反発力を生ずることになる。
【００６６】
袴釘４ａの下側に達したパチンコ球Ｐが風車１０の左寄りに落下した状態では、風車の湾
曲羽根１３の凹面側１３ａに衝突し、パチンコ球Ｐは凹面で受け止められ、衝突の反動も
衝突面が凹面であるので、跳ね返りもある程度集中しやすく比較的安定した衝突状態とな
り、風車１０を半時計方法に回転させてあまり散らばらずに落下していく。
袴釘４ａの下側に達したパチンコ球Ｐが風車１０の右側寄りに落下した状態では、風車の
湾曲羽根１３の凸面側１３ｂに衝突し、パチンコ球は凸面では凹面よりも衝突による跳ね
返りが散らばる状態となり、風車１０を時計方向に回転させてばらけて落下していくので
ある。
上記したように風車１０の左側と右側に流れるパチンコ球の動きがそれぞれ異なる傾向と
なるので、各入賞口５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄへのパチンコ球の入り易さが異なってくる。
【００６７】
図５には、パチンコ球が風車の左右に衝突した後の跳ね返りを説明するための正面図を示
す。図５（Ａ）はパチンコ球が風車の左側上方から落下した状態を示し、図５（Ｂ）はパ
チンコ球が風車の右側上方から落下した状態を示す。図４を適宜参照しながらパチンコ球
の落下状態を説明する。便宜上としてパチンコ球Ｐは回転を伴わず真下に落下してくるも
のとする。
【００６８】
図５（Ａ）に示すごとく、風車１０の左側に落下したパチンコ球Ｐは風車１０の湾曲羽根
の凹面側１３ａで比較的安定して受け止められるので、風車１０を半時計方向に回転させ
つつも、安定して落下する。パチンコ球Ｐが凹面側１３ａの任意の位置に衝突してもその
反動は一点Ｑに集中するような方向に向かうのである。つまりパチンコ球Ｐを受け止める
ような形になる。凹面側１３ａに衝突したパチンコ球Ｐは、その衝撃で風車１０を半時計
回転に回転させるとともにその回転に沿って落下するので、風車１０の左下方向に流下し
やすい。
【００６９】
すると図４に示すごとく、風車１０の左下位置にある入賞口５ｃには比較的入賞し易いの
である。しかしながら、風車１０の左横に開口を有する入賞口５ａでは、風車１０から遠
いこともあり、パチンコ球Ｐは風車１０の湾曲羽根１３の衝突の反動で入賞口５ａの位置
まで跳ねることは少なく、該風車１０での衝突の反動では入賞しずらいのである。
【００７０】
次に図５（Ｂ）に示すごとく、風車１０の右側に落下したパチンコ球Ｐは、湾曲羽根の先
端１３ｃに衝突した場合には、風車の回転軸の釘４ｂに衝撃を直接与える方が大きくなり
、その反動衝撃が大きく、パチンコ球Ｐの運動方向は散らばり易いのである。また、落下
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してきたパチンコ球Ｐが直接に湾曲羽根１３に衝突したとしても、凸面側１３ｂであるの
で、どちらかというとその反動での跳ね返りが凸面で反射して散らばり、風車１０を時計
回りに回転させつつも、風車１０の右側に散らばって落下していく傾向がでるのである。
【００７１】
従って図４に示す如く風車１０の右下にある入賞口５ｄでは散らばったパチンコ球Ｐの一
部しか落下してこないので、比較的入賞はし難いのである。
次に風車１０の右横に開口がある入賞口５ｂには、風車１０の湾曲羽根の先端部１３ｃや
凸面側１３ｂに衝突したパチンコ球Ｐがその反動で散らばり、パチンコ球Ｐが跳んでくる
可能性が高く、比較的入賞しやすいのである。
【００７２】
図６に本願の第２実施例の屈折羽根を用いた風車を示し、図６（Ａ）は同実施例の正面図
であり、図６（Ｂ）は同実施例の斜視図を示す。
この第２実施例の風車２０では円板２１の中央裏に円筒体２２を設け、該円板２１の面内
で該円筒体２２を中心にして４枚の屈折羽根２３が四つ又状に設けてある。
風車２０には時計の針の進む方向に羽根の途中から屈曲した４枚の屈折羽根２３からなり
、屈折の角度は直角よりも大きくなっており、パチンコ球が屈折羽根２３の間に挟まるこ
とがないようにしてある。
【００７３】
円板２１は前面に装飾が施されたプラスチック製であり、円筒体２２は円板２１の裏側中
央に長さ１ｃｍ半ほどで設けてある。該円板２１の面内で該円筒体２２に格子状に平板状
の内羽根２４を設け、円板２１の半径の半分ほど位置の内羽根２４から時計方向に直角よ
り大きい角度で屈折して平板状の外羽根２５を設けた屈折羽根２３となっている。そして
該円板２１の表面中央から円筒体２２を貫通する回動穴２６に釘が貫通する構造となって
おり、釘を回動軸として遊技盤面に回動自在に取り付けることができる。
【００７４】
第２実施例の風車における羽根の位置によるパチンコ球の動きの違いを説明すると、 遊
技盤面に回動自在に取り付けられた風車２０に左上方からパチンコ球Ｐが落下してくると
、屈折羽根２３の谷側２３ａに衝突した場合と、屈折羽根の山側２３ｂに衝突したパチン
コ球ではその衝撃で跳ね返る方向は違うものの、その跳ね返り方向は大きく分けて３通り
となる。
【００７５】
図７は、パチンコ球が屈折羽根の風車に衝突した後の跳ね返りを説明するための正面図で
ある。図７（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）に風車の羽根の位置をそれぞれ１２０度づつ回転した
状態を示し説明する。
簡略説明のため内羽根２４と外羽根２５の向きを文字盤を有するアナログ式の時計の短針
に例えて説明する。本実施例では内羽根２４と外羽根２５の角度は１２０度としてある。
まず、風車の左上方からパチンコ球が落下してくる場合の羽根の向きによる３通りを説明
する。便宜上、パチンコ球は回転を伴わず真下に落下してくるもとする。
【００７６】
第一として、図７（Ａ）に示す如く、内羽根２４ａが時計の短針でいう１０時の方向であ
る場合、外羽根２５ａの向きは屈折位置からは１２時方向になる。
ここに風車の真上方向（１２時の方向）から左側に落下してきたパチンコ球の軌跡を３通
りの実線で示す。
【００７７】
　Ｌ１は風車の内側左寄りに内羽根２４ａに落下した軌跡であり、パチンコ球Ｐは、内羽
根２４ａに衝突すると、そのパチンコ球の跳ね返りは２時方向になる。
　Ｌ２は風車の外羽根の先端正面に落下した軌跡であり、真上から落下したパチンコ球が
羽根の先端２３ｃに衝突すると外羽根２５ａが１２時方向であるので、衝突した位置によ
り散らばってしまうが、その外羽根の先端の衝突面積は小さく、衝突の確率は小さい。
　Ｌ３は風車の左側外寄りに落下した軌跡であり、風車２０の左側寄りに落下してくるパ
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チンコ球はその一つ手前の水平になった外羽根２５ｄに衝突し、その跳ね返りは真上方向
になる。
【００７８】
第二として、図７（Ｂ）に示す如く、内羽根２４ａが９時方向で、外羽根２５ａが１０時
方向である場合に真上から実線に沿って落下したパチンコ球の軌跡は、外羽根２５ａでは
Ｌ４に示す如く５時方向に、内羽根２４ａではＬ５に示す如く１２時方向に跳ね返る。
【００７９】
第三として、図７（Ｃ）に示す如く内羽根２４ａが８時方向で、外羽根２５ａが１０時方
向である場合に真上から実線に沿って落下したパチンコ球は外羽根２５ａではＬ６に示す
如く２時方向に、内羽根２４ａではＬ７に示す如く１０時方向に跳ね返る。
【００８０】
次に風車の右上方からパチンコ球が落下してくる場合の羽根の向きによる３通りを説明す
る。
第一として図７（Ａ）に示すごとく内羽根２４ｂが１時方向にある場合では、外羽根２５
ｂは３時方向になる。
ここに風車２０の真上から一点鎖線に示す通り、パチンコ球が落下して内羽根２４ｂに衝
突すると軌跡Ｒ１となり、そのパチンコ球の跳ね返りは８時方向に、外羽根２５ｂに落下
した軌跡Ｒ２は真上に跳ね返る。
【００８１】
第二として図７（Ｂ）に示す如く、内羽根２４ｃが３時方向で、外羽根２５ｃが５時方向
では、一点鎖線の通りパチンコ球はいずれも一つ手前の２時方向に向いた外羽根２５ｂに
衝突する軌跡Ｒ３と、４時方向の外羽根２５ｃに衝突する軌跡Ｒ４となる。そしてその跳
ね返りはそれぞれ１０時方向と、４時方向に散るのである。
【００８２】
第三として図７（Ｃ）に示す如く、内羽根２４ｃが２時方向で、外羽根２５ｃが４時方向
では、一点鎖線の通りパチンコ球は内羽根２４ｃに衝突する軌跡Ｒ５と、外羽根２５ｃに
衝突する軌跡Ｒ６とに分けられ、それぞれ１０時方向と、２時方向に散らばるのである。
【００８３】
　図７（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）で、風車の左側にパチンコ球が衝突し跳ね返る方向を示し
た実線Ｌ１乃至Ｌ７と、風車の右側にパチンコ球が衝突し跳ね返る方向示す一点鎖線Ｒ１
乃至Ｒ６とを比べると、（Ａ）では風車の左側に落下したパチンコ球は内羽根２４ａに衝
突する軌跡Ｌ１と外羽根２５ｄに衝突する軌跡Ｌ３では互いに離れるが、（Ｂ）、（Ｃ）
ではいずれもパチンコ球の跳ね返り軌跡Ｌ４、Ｌ５あるいはＬ６，Ｌ７が互いに交差する
。
　次に風車の右側にパチンコ球が衝突し跳ね返る方向を示す一点鎖線Ｒ１乃至Ｒ６では、
（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）いずれの場合も内羽根と外羽根では相反する方向に散らばるので
ある。
【００８４】
このことより、風車の左側に落下したパチンコ球は比較的安定するが、風車の右側に落下
した場合はその跳ね返りが散らばるのである。
実際には、風車２０はパチンコ球Ｐが衝突するとその衝撃で、風車の左側に衝突した場合
は半時計方向に回転し、風車の右側に衝突した場合は時計方向に回転してその衝撃を吸収
していくが、風車には若干であるが釘と回動部分に摩擦があるから、その衝撃の反動によ
り、上記のパチンコ球の安定傾向、散らばり傾向が出るのである。
また、羽根自体に重さがあるから慣性により、パチンコ球が当たっても直ぐには回転せず
、ある程度パチンコ球を跳ね返す反力を生ずるのである。特に円板を重いものとすること
により慣性モーメントを大きくすることが可能で、風車に落下してきたパチンコ球を跳ね
返すことが可能である。
【００８５】
図８に風車の各種の変形例の斜視図を示す。図３から図７に示した実施例では羽根の肉厚
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を一定として描いてあるが、図８（Ａ）には、例えば各羽根体２７の一方の側が平坦で他
面側を回動軸２８の一つの回転方向に凸状２７ａとした構造を有する風車としてある。凸
状とは断面が三角や台形状等の凸多角形状である。
【００８６】
これにより、風車の回動方向に対面して設けた少なくとも片側を凸状２７ａにした複数の
羽根体２７であるから、パチンコ球が流下して羽根体の凸状側に当たる場合は、羽根体の
凸状側でない側に当たる場合に比べ、パチンコ球の跳ね返り方が散らばるのである。
【００８７】
さらに図８（Ｂ）に示す如く、羽根体２７の凸状をさらに進めて突曲面２７ｂに形成して
もよい。これにより、回動軸２８の一つの回転方向に対して突曲している突曲体であるた
め、パチンコ球が流下して羽根体の突曲面側に当たる場合には、パチンコ球の跳ね返り角
度が均等にて散らばらせることができる。
【００８８】
図８（Ｃ）には、例えば各羽根２７の一方の側が平坦で他面側を回動軸２８の一つの回転
方向に凹状２７ｃとした構造を有する風車としてある。凹状とは凹曲面であり、曲面の曲
率は問題にしない。これにより、風車の一つの回転方向に対面して設けた少なくとも片側
を凹状にした複数の羽根体２７であるから、パチンコ球が流下して羽根体の凹状側２７ｃ
に当たる場合は、羽根体の凹状側でない側に当たる場合と比べ、パチンコ球の跳ね返り方
が比較的安定する。
【００８９】
図８（Ｄ）には、羽根体２７の片側の凹状をさらに進めて曲面ではなく、屈折面２７ｄと
してある。この屈折面２７ｄは複数の屈折面から成り立つ凹型屈折面でもよい。
これにより、回動体２８の一つの回転方向に対し途中で屈折している屈折体であるため、
パチンコ球が流下して羽根体の屈折面側に当たる場合は、パチンコ球の跳ね返りが安定し
易くなるのである。
【００９０】
　図８（Ｅ）には、風車の回動軸２８に同軸的に板体２９を設け、均等角度間隔で該板体
２９の外周に少なくとも片側を凸状にした複数の羽根体２７を設けてある。
　これにより、回動軸２８に同軸的に板体２９を設け、均等角度間隔で該板体２９の外周
に少なくとも片側を凸状とした複数の羽根体２７を設けたので、落下してきたパチンコ球
が羽根体２７に衝突しても、回動軸２８には直接衝撃を伝えず、さらに該板体２９を介し
て回動軸２８に取り付けられているので、羽根体２７が振動しやすく、パチンコ球の跳ね
返りが大きくなるのである。
　また、この回動軸２８に設けた板体２９は、もちろん、円板であってもよく、この場合
は風車の回転が円滑で、かつ見た目にすっきりする。
【００９１】
図９に本願の第３実施例の風車を示し、図９（Ａ）はその第３実施例の正面図であり、図
９（Ｂ）は同実施例の斜視図を示す。この風車３０は図３に示した風車において、４枚の
湾曲羽根のうち一枚だけが他の湾曲羽根とは逆方向に湾曲させて設けてある。
風車３０は、前面に装飾が施されたプラスチック製の円板３１の裏側に長さ１ｃｍ半ほど
の円筒体３２を設け、該円板３１の面内で該円筒体３２に四つ又状に時計方向に湾曲した
湾曲羽根３３を３枚設けてあり、残りの一枚の湾曲羽根は他の３枚と湾曲方向が逆になっ
た逆湾曲羽根３４である。そして該円板３１の表面中央から円筒体３２を貫通する回動穴
３５には釘が貫通する構造となっており、遊技盤面で釘を回転軸として回動自在に取り付
けることができる。
【００９２】
ここで逆方向にした逆湾曲羽根３４は図３の風車の湾曲羽根位置で、方向だけ逆にすると
風車の重心が逆に設けた湾曲羽根の凹面側にずれる。そこで、逆にした逆湾曲羽根３４の
取付け位置を逆湾曲羽根の凸面側３４ａに多少ずらし、風車３０全体の重心を回動穴３５
の中心になるようにする。これにより、風車３０は回転によるブレを生じさせない。
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【００９３】
上記第３実施例の風車３０において、上方から落下してくるパチンコ球が風車の左右位置
での変化について説明する。パチンコ球が風車の左上側から落下して風車の左側で湾曲羽
根に衝突する場合、４枚の羽根のうち、３枚の湾曲羽根については凹面部３３ａに落下し
、パチンコ球は比較的安定し易く、残りの１枚の逆湾曲羽根３４では、凸面部３４ａに衝
突するので、パチンコ球は散らばり易い。この場合風車３０は半時計回りに回転しながら
、パチンコ球が流下していく。
これにより、風車３０に流下して来たパチンコ球が左右何れかの羽根に衝突しても、ある
1枚の羽根しか異なる跳ね返りを示さず、跳ね返りに偏りを持たせることができる。
【００９４】
他方、パチンコ球が風車３０の右上側から落下して風車の右側で湾曲羽根に衝突する場合
、４枚の羽根のうち逆湾曲羽根３４の１枚だけが凹面部３４ｂに落下し比較的安定した跳
ね返りをするが、残りの３枚の湾曲羽根では凸面部３３ｂに衝突するので、パチンコ球は
散らばり易いのである。この後、風車３０はパチンコ球の衝突による衝撃で時計回りに回
転しながら、パチンコ球が流下していく。
【００９５】
従って、第３実施例の風車では、風車３０の左側に落下してくるパチンコ球は衝突後、安
定し易いのと散らばり易いのを比較すると、逆湾曲羽根３４の取付け位置が多少ずれては
いるが、略３対１になる。他方、風車の右側に落下してくるパチンコ球は衝突後、安定し
易いのと、散らばり易いのを比較すると、略１対３の割合となるのである。
風車に流下して来たパチンコ球が左右何れかの羽根に衝突しても羽根の向きが異なりパチ
ンコ球の跳ね返りが同一の傾向を示さず、変化に富む動きが期待できるのである。
【００９６】
この風車３０を図２に示す遊技盤面の風車に適用した場合を説明する。風車３０から流下
したパチンコ球は各入賞口５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄへの入賞の期待値が異なる。入賞口５
ａでは、逆湾曲羽根３４で散らばったパチンコ球が入り易いので、４枚の羽根の内の逆湾
曲羽根３４の１枚に衝突した分の期待が高まる。入賞口５ｃへのパチンコ球の入賞は３枚
の湾曲羽根３３に衝突した分の入賞の期待が高まるのである。
次に風車３０の右側から流下したパチンコ球では、入賞口５ｂには湾曲羽根３３の凸面部
３３ｂで散らばった方が入りやすく、４枚中３枚の湾曲羽根３３に衝突した分の期待が高
いのである。入賞口５ｄへは、逆湾曲羽根３４の凹面部３４ｂに衝突した比較的安定した
パチンコ球が入賞しやすく、これは４枚中１枚の逆湾曲羽根３４のみである。
【００９７】
以上述べた各実施例の説明では風車は役物の左右のパチンコ盤面に設けたものとして説明
してきたが、これに限らず、本発明の風車を役物としてパチンコ盤面中央部に取り付けて
も十分に興味深いものである。この場合は、遊技者は天釘近傍に打ち込んだパチンコ球を
流下させて風車の左右に落下させ、風車の周囲に配した入賞口へとパチンコ球を導くよう
に遊技する。
【００９８】
さらに本発明のパチンコ遊技機の風車は４枚羽根として説明してきたが、４枚羽根のみな
らず、３枚羽根にも適用することができる。この場合は、各羽根は１２０度づつの角度を
有して均等に取り付けられる。もちろん、２枚羽根でも適用できるのは言うまでもない。
また、各風車の表面には円板はなくてもよい。
【００９９】
尚、本発明の風車は、遊技盤が立設されたパチンコ遊技機やアレンジボール遊技機に限ら
ず、平板状の遊技盤が略水平で手前に多少傾いているスマートボール等やピンボール等の
球を弾く遊技機にも適用が可能である。
【０１００】
図１０には、本発明の迂回路を有する風車体を示し、図１０（Ａ）は同正面図であり、図
１０（Ｂ）は同側面図であり、図１０（Ｃ）は同斜視図を示す。
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この風車４０は３枚羽根であり、プラスチック製の装飾が施された円板４１の裏側に長さ
１ｃｍ半ほどの円筒体４２を設け、該円筒体４２に三つ又状に羽根４３を設けてある。こ
の羽根４３はいずれも、前端４４が肉厚で、後端４５が肉薄に形成され断面がクサビ形状
となっており、その羽根面４３ａは後方に向けていずれの面も多少傾斜している。該風車
４０は該円板４１の表面中央から円筒体４２を貫通した回動穴４６を有している。該回動
穴４６には円板面側から釘体４７が貫通し、風車４０を回動自在に取り付けている。
【０１０１】
釘体４７は箱体５０に取り付けられている。該箱体５０は西洋の棺桶状の太長の略六角形
体で、風車４０をほぼ収容できる大きさを有し、釘体４７は箱体５０の幅広部の中央の表
板５１から裏板５２まで達して箱体５０に固定されている。風車４０は、略棺桶状の胸部
分中央に位置し、風車４０は棺桶状の顔部分から腰部分あたりまでに達している。
風車４０は箱体表面で釘体４７により、回動自在に取り付けられ、回動する羽根の端は棺
桶状の顔部分から腰部分あたりまでに達する。
箱体５０の顔部分にあたる部分が開口し、ちょうど風車の羽根の上側部分の裏側にあたり
、羽根４３に衝突して風車の後ろ側にこぼれたパチンコ球Ｐを受け入れる取込口５３とな
っている。
そして該取込口５３は箱体内部で迂回路５４が該箱体の足部分にあたる排出口５５まで通
じている。
【０１０２】
　該箱体５０はパチンコ盤面を刳り貫いて、パチンコ盤面と該箱体の表板５１が同一面と
なり、上側が取込口５３、下側が排出口５５となるように取り付けられる。
　取込口５３はパチンコ球の大きさより十分に大きく、該取込口５３に入ったパチンコ球
を箱体の内部で該釘体４７を迂回して下方に延びた迂回路５４に流れ落ち、迂回路の途中
に設けた機械的あるいは電気的センサー５４ａでパチンコ球の通過を検出し、風車の下側
の羽根が届かない位置に設けた排出口５５から排出される。
【０１０３】
上記風車４０が配された遊技盤面に打ち込まれたパチンコ球は、遊技盤面の釘等に衝突し
、その落下方向を変え自転しながら落下し、風車の羽根４３に衝突する。すると、風車の
羽根４３は、後方に若干傾斜しているので、羽根４３に衝突したパチンコ球は多少後方に
跳ね返るのである。もっとも、パチンコ球は風車に衝突するまでに、釘等に衝突しながら
、様々にその運動方向を変えながら自転しつつ、落下してくるので、羽根４３に衝突した
時の自転方向によっては、後方には跳ね返らない場合もある。
風車の円板４１や羽根４３に衝突し風車後方に跳ね返ったパチンコ球が箱体の取込口５３
に入ると、迂回路５４に流れ落ちて、排出口５５からパチンコ盤面に排出される。ここで
、迂回路５４の途中に設けたセンサー５４ａにより、パチンコ球の通過を検出することに
より、各種始動スイッチとして使用できる。これにより、取込口５３に入球したパチンコ
球の入球を関知することができるのである。
【０１０４】
また、排出口５５に至る迂回路５４は、取込口５３から釘体４７を迂回したあと、排出口
近傍では真下に延び、この部分を通過してくるパチンコ球は真下方向に運動方向を変え、
排出口５５から排出されるので、下方に落下しやすくなっている。従って、排出口下方の
遊技盤面に入賞口を配置することにより、排出口５５から実質的に真下に落下し入賞がし
やすくすることができる。
【０１０５】
これにより、通常は風車４０で左右に振り分けられるはずのパチンコ球が遊技盤面の取込
口５３に入ることもでき、風車の真下の排出口５５から出てくるので、風車４０での左右
はもとより奥方向へのパチンコ球の散らばりを保つと共に、パチンコ盤面の奥に流れ落ち
迂回路５４に入った場合のパチンコ球として新しい動きを追加している。このように運良
く取込口５３に入球したパチンコ球そのものが、排出口５５に出てくるので、興味が増す
のである。
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さらに、排出口５５を風車４０の下部に設けてあるので、真上から風車４０に絡んだパチ
ンコ球を実質的に真下に落とすことができる。合わせて排出口下部に入賞口を配置するこ
と等の工夫により、風車が準入賞口の役割も兼ねることができる。
【０１０６】
上記説明では、風車の羽根４３は前端４４が厚く、後端４５が薄くした断面クサビ形状と
し、取込口５３にパチンコ球を導き易い構造を示したが、パチンコ球自体が風車４０に衝
突する前に各種の方向に自転している場合が多く、羽根４３が後方に傾斜していなくとも
、パチンコ球が取込口５３に入球することは可能である。これにより取込口５３への入球
により、パチンコ球が一瞬見えなくなるが、排出口５５から出てくるので、遊技者からす
ると得した感覚にさせられる。
【０１０７】
さらに本発明の迂回路を有する風車体の応用として、上記の風車４０の代わりに、第一実
施例乃至第三実施例で記載した凸状羽根や凸曲面羽根あるいは湾曲羽根、屈折羽根を有す
る風車を取り付けることにより、風車の左右でパチンコ球の散らばり方に、散らばり落下
や、安定落下等のある程度の傾向を持たすとともに、パチンコ球を取込口５３に入球させ
て排出口５５から風車の真下に落下させることもできるので、風車から落下後の入賞口の
配置位置により、入球の仕方に傾向を持たすことができる。
【０１０８】
図３乃至図９で説明した各種の羽根は、特にパチンコ球が後方に跳ね返る構造とはしてい
ないが、風車に落下してくるパチンコ球は、実際には様々な回転を伴って落下してくる。
従って風車に衝突したパチンコ球が後方に跳ね返ることも十分に可能である。この後方に
跳ね返ったパチンコ球が風車の回動軌跡の範囲内の遊技盤面に設けたパチンコ球の取込口
５３に入球する確率は十分にあり、該取込口５３に入球したパチンコ球は排出口５５から
排出されるのである。
【０１０９】
図１１には、迂回路を有する風車体として風車がより後方にパチンコ球を跳ね返りやすく
する羽根体の横側面図である。図１１（Ａ）乃至（Ｅ）は、風車の羽根体の断面図とその
変形例であり、左側が前側で右側が遊技盤面２で、回動軸５６に回動自在に回動体５７が
取り付けられ、該回動体に設けた羽根体５８の断面図である。以下、同一部分には同一の
番号を用いる。
【０１１０】
図１１（Ａ）は羽根体５８の断面が前端から後端に向って肉薄５８ａになっている。
図１１（Ｂ）では、羽根体５８は少なくとも片面が回動軸中央部で前側から後側に向かっ
て下り傾斜面５８ｂを有している。
図１１（Ｃ）では、羽根体５８は少なくとも片面が回動部中央やや手前部で突起部５８ｃ
を有している。
【０１１１】
図１１（Ｄ）では、羽根体５８は少なくとも片面に衝突した球を後端に弾く弾性体を有す
ることを特徴とする。この弾性体とは後方にやや傾けて羽根に埋め込まれた鋼線５８ｄで
ある。
図１１（Ｅ）では、羽根体５８は少なくとも片面に衝突した球を後端に弾く弾性体として
後方やや傾けて羽根に設けた巻バネあるいはゴム等５８ｅである。
【０１１２】
これら上述した羽根体の構造とすることにより、風車の羽根体が前端から後端に向かって
パチンコ球が跳ね返り易いようになるので、羽根体に衝突し跳ね返ったパチンコ球が遊技
盤の取込口に向けて跳ね返りやすい傾向が出て、入球しやすくなるのである。
【０１１３】
図１２には、図１０で用いた風車の回動軸の変形例の横側面図を示す。図１１同様に同一
部分には同一番号を用いる。左側が風車の前側で右側が遊技盤面２側であり、回動軸５６
に取り付けた羽根体５８は平羽根としている。図１２（Ａ）では、回動体５７は前端から
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後端に向い太さが細くなる円錐面５７ａとなっている。図１２（Ｂ）では、回動体５７は
、少なくとも回動体中央側面は前端から後端に向かって下り傾斜している傾斜面５７ｂを
有している。
【０１１４】
　図１２（Ｃ）では、回動体５７には少なくとも衝突した球を後端に弾く弾性体として、
後方にやや傾けて回動軸に取り付けた鋼線５７ｃを設けてある。
　図１２（Ｄ）では、回動体５７には少なくとも衝突した球を後端に弾く弾性体として、
後方にやや傾けて取り付けた巻バネあるいはゴム等５７ｄを設けてある。
【０１１５】
これらの回動体の構造とすることにより、風車の中央部に流下してきたパチンコ球が後方
に跳ね返り易いようになるので、回動体に衝突し跳ね返ったパチンコ球が遊技盤の取込口
に向けて跳ね返り易い傾向が出て、入球しやすくなるのである。
【０１１６】
図１３には、風車の前端に設ける板体の変形例を示す斜視図である。羽根体は略してある
。図１３（Ａ）は、回動体５７の前端には方形板体５９を設けてある。通常、風車は遊技
盤面と前面ガラスとの間の空間に取り付けられ、風車の前面と前面ガラスとの間には隙間
があるので、風車に流下してくるパチンコ球が該板体５９に衝突して風車を回動軸５６に
て回動させるとともに後方に跳ね返り、取込口に入る確率が高まるのである。
この場合、板体５９は回動体５７の前端に設けてあり、前面ガラスの内側面からの距離は
、パチンコ球の半径より小さくしてあるので、風車に流下してくるパチンコ球が前面ガラ
スよりに板体５９に衝突しても必ず、板体５９の縁面５９ａで後方に跳ね返されるのであ
る。
【０１１７】
　図１３（Ｂ）では、板体５９の外周には後方に向けて回動軸５６に向かって傾斜してい
る傾斜体５９ｂを有する。
　図１３（Ｃ）では、板体５９には回動軸５６を中心に同心円状に後方に向けて回動軸に
５６向かって傾斜している傾斜部５９ｃを有している。この傾斜部５９ｃは、板体５９が
鉄板であれば、同軸状に後方に向って切欠を設け、切込屋根を後方に押し出して傾斜面を
構成したり、また板体がプラスチックなら板体裏側に同軸状に設けた凸部であればよい。
【０１１８】
これらによれば、回動体の前端に設けた板体に様々な工夫を凝らした構造としてあるので
、風車の上に流下して来たパチンコ球が衝突した際に、風車の後側に跳ね返りやすく、遊
技盤上の取込口への入球がよりしやすくなるのである。
上述した板体は方形としたが、風車の回転にブレが生じない様に回動軸を中心に回転する
形状であれば正多角形であればよく、勿論、円形であってもよく正面形状は問わない。
【０１１９】
【発明の効果】
本発明の効果を列挙すれば次の通りである。
１．本発明によれば、遊技盤に球を弾き入れて該球に運動を与え、複数の羽根体の一つの
回動方向のみが凸状に形成されているので、風車のいずれかの片側に落下してきたパチン
コ球は、羽根体の凸状部に衝突してその反動で跳ね返る方向が散らばりやすくなり、その
後のパチンコ球の動きが比較的散らばる傾向がでるので、風車の左右に衝突した場合では
、パチンコ球の動きに差が生じて、変化に富み易く、面白いのである。風車の一方側へは
運動量が比較的小さい球、他方側には比較的運動量の大きい球となるように振り分けられ
、風車の左右に配置する入賞口や他の役物との絡みで豊富なゲーム性を実現できる。
【０１２０】
２．本発明によれば、風車の上方から落下してきたパチンコ球が、羽根体の突曲面に衝突
してその反動で跳ね返る方向が曲面に衝突することにより、均等にあらゆる方向に跳ね返
るので、羽根の突曲面に衝突後のパチンコ球の動きが多種多様になりやすく、非常に興味
のそそる動きが期待できる。
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【０１２１】
３．本発明によれば、複数の羽根体の一つの回動方向のみが凹状に形成されているので、
風車のいずれかの片面に落下してきたパチンコ球は、羽根体の凹状部に衝突してその反動
で跳ね返る方向が交差しやすくなり、その後のパチンコ球の動きが比較的安定する傾向が
でるので、風車の左右に衝突した場合では、パチンコ球の動きに差が生じて、変化に富み
易く、面白いのである。
【０１２２】
４．本発明によれば、風車の上方から落下してきたパチンコ球が、羽根体の屈曲面に衝突
してその反動で跳ね返る方向が直線的に交差するものの比較的安定しやすい跳ね返りをす
るので、その後のパチンコ球の動きが安定しやすく、風車の反対側に落下した場合と明ら
かにパチンコ球の動きに差が生じ、面白いのである。
【０１２３】
５．本発明によれば、筒体に同軸的に板体を設け、均等角度間隔で該板体の外周に少なく
とも片側を凸状とした複数の羽根体を設けたので、流下してきたパチンコ球が羽根体に衝
突しても、回動軸には直接衝撃を伝えず、さらに該板体を介して筒体に取り付けられてい
るので、パチンコ球の跳ね返りが大きいのである。
【０１２４】
６．本発明によれば、回動軸に同軸に設けた板体は円板とすることにより、風車の回転が
滑らかに行われ、かつ、見た目にもすっきりする。
【０１２５】
７．本発明によれば、羽根の向きを異なる方向とすることにより、風車に流下して来たパ
チンコ球が左右何れかの羽根に衝突してもパチンコ球の跳ね返りが同一の傾向を示さず、
変化に富む動きが期待できる。
【０１２６】
８．本発明によれば、複数の羽根のうち1枚だけ方向を逆にしておくことにより、風車に
流下して来たパチンコ球が左右何れかの羽根に衝突しても、ある1枚の羽根しか異なる跳
ね返りを示さず、跳ね返りに偏りを持たせることができる。
【０１２７】
９．本発明によれば、遊技盤に略直角に設けた回動軸と、該回動軸に回動自在に設けた回
動体と、該回動体に略均等角度間隔に配した複数の羽根体と、該羽根体の回動軌跡の範囲
内の遊技盤に設けた前記球の取込口と、該羽根体の回動軌跡の範囲外の遊技盤に設けた前
記球の排出口とから構成されているので、遊技盤上を流下してきたパチンコ球が羽根体や
回動体に衝突した後の跳ね返りにより、前記取込口に入球した場合に、前記排出口から排
出され、面白いのである。風車の絡んできた球が奥に入る動きが加わるため、変化に富ん
だ遊技が可能となる。また排出口を風車の真下に設けると、真上から風車に絡んだ球を実
質的に風車の真下に落とすことができる。
【０１２８】
１０．本発明によれば、遊技盤に風車の回動方向に対面して設けた少なくとも片側を凸状
にした複数の羽根体を回動自在に設け、パチンコ球が流下して羽根体の凸状側に当たる場
合は、羽根体の凸状側でない側に当たる場合に比べ、パチンコ球の跳ね返り方が散らばり
、この散らばったパチンコ球が風車の回動軌跡の範囲内の遊技盤に設けた玉の取込口に入
球し、排出口から排出され、面白いのである。
【０１２９】
１１．本発明によれば、遊技盤に風車の回動方向に対面して設けた少なくとも片側を突曲
面とした複数の羽根体としてあるので、パチンコ球が流下して羽根体の突曲面側に当たる
場合は、羽根体の突曲面側でない側に当たる場合に比べ、パチンコ球の跳ね返り方が均等
に散らばり、この散らばったパチンコ球が風車の回動軌跡の範囲内の遊技盤に設けた玉の
取込口に入球し、排出口から排出される面白いのである。
【０１３０】
１２．本発明によれば、遊技盤に風車の回動方向に対面して設けた少なくとも片側を凹状
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にした複数の羽根体を回動自在に設け、パチンコ球が流下して羽根体の凹状側に当たる場
合は、羽根体の凹状側でない側に当たる場合に比べ、パチンコ球の跳ね返り方が安定し、
この安定したパチンコ球が風車の回動軌跡の範囲内の遊技盤に設けた玉の取込口に入球し
、排出口から排出されるのである。
【０１３１】
１３．本発明によれば、遊技盤に風車の回動方向に対面して設けた少なくとも片側を途中
で屈折した複数の羽根体としてあり、パチンコ球が流下して羽根体の屈曲側に当たる場合
は、羽根体の屈曲側でない側に当たる場合に比べ、パチンコ球の跳ね返り方が安定し、こ
の安定したパチンコ球が風車の回動軌跡の範囲内の遊技盤に設けた玉の取込口に入球し、
排出口から排出されるのである。
【０１３２】
１４．本発明によれば、風車の羽根体が前端から後端に向かってパチンコ球が跳ね返り易
い構造をしているので、羽根体に衝突し跳ね返ったパチンコ球が遊技盤の取込口に向けて
跳ね返りやすい傾向が出て、入球しやすいのである。
【０１３３】
１５．本発明によれば、回動体が前端から後端に向いパチンコ束が跳ね返り易い構造をし
ているので、回動体に衝突し跳ね返ったパチンコ球が遊技盤の取込口に向けて跳ね返り易
い傾向が出て、入球しやすいのである。
【０１３４】
１６．本発明によれば、回動体の前端に板体を設けたので、風車に流下してくるパチンコ
球が該板体に衝突して入球口に入る確率が高まるのである。
【０１３５】
１７．本発明によれば、回動体の前端に設けた板体に様々な工夫を凝らした構造としてあ
るので、風車の上に流下して来たパチンコ球が衝突した際に、風車の後側に跳ね返りやす
く、入球口への入球がよりしやすくなる。
【０１３６】
１８．本発明によれば、運良く取込口に入球したパチンコ球そのものが、排出口に出てく
るので、興味が増し、変化に富んだ遊技を提供できる。
【０１３７】
１９．本発明によれば、運良く取込口に入球したパチンコ球の入球を関知することができ
、各種の始動スイッチとして用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明の風車を有するパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】第１実施例の風車を取り付けたパチンコ盤面の拡大正面図である。
【図３】第１実施例の風車の斜視図である。
【図４】風車に落下してくるパチンコ球の落下状態を示す正面図である。
【図５】パチンコ球が風車の左右に衝突した後の跳ね返りを説明するための正面図である
。
【図６】第２実施例の屈折羽根を用いた風車である。
【図７】パチンコ球が屈折羽根の風車に衝突した後の跳ね返りを説明するための正面図で
ある。
【図８】風車の各種の変形例の斜視図である。
【図９】本願の第３実施例である。
【図１０】本発明の迂回路を有する風車体である。
【図１１】迂回路を有する風車体として風車がより後方にパチンコ球を跳ね返りやすくす
る羽根体の横側面図である。
【図１２】図１０で用いた風車の回動軸の変形例の横側面図である。
【図１３】風車の前端に設ける板体の変形例を示す斜視図である。
【図１４】従来技術としてのパチンコ遊技機の風車の一般的なものから最近提案されたも
のまでである。
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【図１５】特開平１０－１４６４２５号の遊技機用球振分装置である。
【符号の説明】
１…パチンコ遊技機
２…遊技盤面
３…役物
４…釘
５…入賞口
１０…風車
１１…円板
１２…円筒体
１３…湾曲羽根
１４…回動穴
２０…風車
２１…円板
２２…円筒体
２３…屈折羽根
２４…内羽根
２５…外羽根
２６…回動穴
２７…羽根体
２８…回動軸
２９…板体
３０…風車
３１…円板
３２…円筒体
３３…湾曲羽根
３４…逆湾曲羽根
３５…回動穴
４０…風車
４１…円板
４２…円筒体
４３…羽根
４４…前端
４５…後端
４６…回動穴
４７…釘体
５０…箱体
５１…表板
５２…裏板
５３…取込口
５４…迂回路
５５…排出口
５６…回動軸
５７…回動体
５８…羽根体
５９…板体
０１…円板
０２…筒体
０３…羽根部材
０４…釘
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０５…風車体
０６…入賞口
０７…盤面
０８…モータ
０９…風車
０１０…風車
０１１…回転体
０１２…第１の支軸
０１３…支柱
０１４…第２の支軸
０１５…回転羽根
０１６…風車
０１７…羽根
０１８…カバー体
０１９…入球口
０２０…通路
０２１…風車部材
０２２…球流出口
０２３…球排出口

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】
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